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今週のことば

合  成  燃  料
二酸化炭素（ＣＯ２）と水素（Ｈ２）を原料

に製造される燃料で、ガソリンなどの代替

燃料として開発が進んでいる。工場などか

ら排出されるＣＯ２を回収して製造する。

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 11／　６(月) 先勝

 　　　７(火) 友引　Ｇ７外相会合（東京）

 　　　８(水) 先負　立冬

 　　　９(木) 仏滅　秋の全国火災予防運動

 　　１０(金) 大安　源泉所得税の納付期限

 　　１１(土) 赤口　一の酉、税を考える週間

 　　１２(日) 先勝　大相撲九州場所初日

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

10/30(月) 30,697 ▼295   149.49 △0.66

   31(火) 30,859 △162   150.28 ▼0.79

11/ 1(水) 31,602 △743   151.37 ▼1.09

    2(木) 31,950 △348   150.38 △0.99

    3(金) 文化の日

新たな経済対策における主な制度等は

　政府が閣議決定した「デフレ完全脱却のための総

合経済対策」には次のような制度等が盛り込まれま

した（税制措置は令和６年度税制改正で検討・結論）。

◎定額減税及び低所得世帯支援……令和６年分の所

得税及び令和６年度分の住民税について、納税者及

び配偶者を含む扶養家族１人につき４万円（所得税

３万円＋住民税１万円）を減税します。また、住民

税非課税世帯は１世帯あたり７万円を給付します。

◎ガソリンや電気・ガスの激変緩和措置の継続……

ガソリンなど燃料油価格の抑制措置（いわゆるガソ

リン補助金）や、電気・都市ガス料金を値引きする

負担軽減措置について、来年４月末まで継続します。

◎賃上げ促進税制の強化……賃上げ促進税制（雇用

者の給与等支給額を増加させた場合の税額控除制

度）について、赤字の中小企業等にも賃上げを促進

するため繰越控除制度を創設するとともに、適用期

限の長期化等を検討します。

◎労務費の価格転嫁に関する指針の策定……下請中

小企業がコスト上昇分を価格転嫁しやすい取引環境

の整備のため、労務費（製品を製造するためにかか

った人件費）を転嫁するための価格交渉に関する指

針を年内に策定します。

◎経営者保証改革の促進……信用保証制度において、

保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする制度

を前倒しで創設するとともに、３年間の時限的な保

証料負担軽減策を講じます。

◎その他……＊事業承継税制における特例承継計画

の提出期限延長、＊イノベーションボックス税制（知

的財産から生じる所得の優遇措置）の創設、＊リス

キリング（学び直し）の支援、など。

■ この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５４２

令和４年度の黒字申告割合は３６.２％

　国税庁が公表した「令和４事務年度 法人税等の

申告事績」によると、法人税の申告件数は３１２万

８千件で、その申告所得金額は過去最高となる８５

兆１０６億円（前年度比７.０％増）、申告税額は１４

兆９０９９億円（同７.１％増）となり、ともに３年

連続の増加となりました。

　また、申告件数のうち黒字申告は１１３万１千件

（同３.５％増）で、黒字申告の割合は３６.２％（同

０.５ポイント増）となり、１件当たりの所得金額

は７５１８万円（同３.４％増）となっています。

　一方、６割を超える赤字申告の申告欠損金額は１

７兆４２９５億円（同３.５％増）で、１件当たりの

欠損金額は８７３万円（同２.２％増）でした。

令和６年度から課税が始まる「森林環境税」

　日本の森林面積は国土の約７割を占めており、

森林の適切な整備が課題となっています。そのた

め、地方自治体が森林整備等を行うための財源と

して、平成３１年度税制改正で「森林環境税」が創

設されました。

　本税は、令和６年度から国内に住所がある個人

に対して年間１千円を課税するもので、個人住民

税に上乗せするかたちで徴収されます。その税収

の全額は国を通して全ての地方自治体に森林環境

譲与税として配分されることになります。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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情報ＢＯＸコード２０１５４２                    ２０２３．１１．６ 

閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の概要 

 政府が新たな経済対策として閣議決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」には、次の

ような支援策が盛り込まれています。 

※税制措置については、本年末の令和 6 年度税制改正大綱において検討し、結論を得た上で、次期

通常国会に法案を提出する。 

◆物価高により厳しい状況にある生活者・事業者への支援 

・納税者及び配偶者を含めた扶養家族１人につき、令和 6 年分の所得税 3 万円、令和 6 年度分の

個人住民税 1 万円の定額減税を行う。 

・地方公共団体が物価高騰対策として低所得世帯への支援（1 世帯当たり 3 万円を目安）を実施で

きるように措置された重点支援地方交付金の低所得世帯支援枠を拡大し、1 世帯当たり 7 万円を追

加することで、住民税非課税世帯 1 世帯当たり合計 10 万円を目安に支援を行う。 

・上記の定額減税と住民税非課税世帯への支援の間にある者※に対しても適切な支援を行う。 

※①住民税均等割のみ課税される世帯や、定額減税が開始される時期に住民税非課税世帯に該当す

ることが判明する世帯、②低所得世帯のうち世帯人数が多い子育て世帯や、定額減税の恩恵を十分

に受けられないと見込まれる所得水準の者。 

・燃料油価格の激変緩和措置については令和 6 年 4 月末まで講じる（出口を見据えられる状況に

なった場合は補助率を段階的に縮小）。また、電気・ガス料金の激変緩和措置についても、現在の

措置を令和 6 年 4 月末まで継続し、同年 5 月に縮小する。 

◆中堅・中小企業の賃上げの環境整備 

・賃上げ促進税制について、赤字の中小企業等においても賃上げを促進するための繰越控除制度を

創設するとともに、措置の期限の在り方などを検討する。 

・中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、原材料費・エネルギーコスト上昇分

の価格転嫁対策を推進するとともに、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を年内に

策定する。指針には、発注者側は受注者側との定期的な協議の場を設けることや、受注者側が準備

する根拠資料は、負担とならないよう賃上げに関する公表資料を用いることを盛り込む。 

・経営者保証改革を促進するため、保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制

度を前倒しして創設するとともに、3 年間の時限的な保証料負担軽減策を講じる。併せて、保証申

込手続の電子化を促進する。 

◆人手不足対応、生産性向上を通じた賃上げ継続の支援 

・人手不足に悩む中小企業のため、省人化・省力化投資に関して、ロボット等の汎用製品をカタロ

グから選択し、簡易に導入できる支援措置を実施する。 

・地方においても賃上げが可能となるよう、中堅・中小企業が工場等の拠点を新設する場合や大規

模な設備投資を行う場合の支援措置を実施する。 

・事業承継税制について、特例承継計画の提出期限の延長等を行う。 

◆三位一体の労働市場改革の推進 

・在職者のリ・スキリングによる能力向上支援について、教育訓練給付の対象に業界団体等が実施

する講座を加えるなど拡充するほか、在職中の非正規雇用労働者のリ・スキリング支援を創設する。 

・職務給の導入について、ジョブの整理・括り方、人材の配置・育成・評価方法、ポスティング制

度、賃金制度、労働条件変更と現行法制・判例との関係等について事例を整理し、年内又は年度内

にとりまとめる。 

◆科学技術の振興及びイノベーションの促進 

・海外と比べて遜色なく民間による無形資産投資を後押しする観点から、国内で自ら研究開発した

特許権等の知的財産から生じる所得に対して優遇するイノベーションボックス税制を創設する。 

◆イノベーションを牽引するスタートアップ等の支援 

・ストックオプション税制について、年間の権利行使価額の上限額の引上げなど充実させる。 

・金融機関が有形資産を持たないスタートアップ等に融資する際に、知的財産・無形資産を含む事

業全体を担保にできる事業成長担保権の創設等について、関連法案を早期に提出する。 

・株式投資型クラウドファンディングにおける企業の発行総額上限の引上げ、年収等に応じた投資

家の投資上限の柔軟化について検討を行う。 

・全ての金融債権者の同意を必要とせず、多数決による金融債務の減額を可能にする事業再構築法

案を早期に国会に提出する。 


